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条 例 の あ ら ま し 

○ 名古屋市道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例（第61号） 

1   改正内容 

   道路法（昭和27年法律第 180号）の一部改正に伴い、規定の整理を行い

ます。（第 1条関係） 

2  施行期日 

    道路法等の一部を改正する法律（令和 2年法律第31号）の施行の日又は

この条例の公布の日のいずれか遅い日から施行します。 

規 則 の あ ら ま し 

○ 名古屋市瑞穂運動場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則（ 

第 113号） 

1   内容 

   名古屋市瑞穂運動場条例の一部を改正する条例（令和 2年名古屋市条例 

第 8号）の施行期日を令和 3年 6月26日と定めるものです。 

○ 名古屋市瑞穂公園条例施行細則の一部を改正する規則の施行期日を定める 

規則（第 114号） 

1   内容 

   名古屋市瑞穂公園条例施行細則の一部を改正する規則（令和 2年名古屋 

市規則第99号）の施行期日を令和 3年 6月26日と定めるものです。 
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 名古屋市道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例をここに公布す 

る。 

  令和 2 年10月 7 日 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

名古屋市条例第61号 

   名古屋市道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例 

 名古屋市道路附属物自動車駐車場条例（平成21年名古屋市条例第52号）の一 

部を次のように改正する。 

 第 1 条中「第 2 条第 2 項第 6 号」を「第 2 条第 2 項第 7 号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、道路法等の一部を改正する法律（令和 2 年法律第31号）の施行 

の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 
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名古屋市瑞穂運動場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をこ 

こに公布する。 

  令和 2 年10 月 9 日 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

名古屋市規則第 113  号 

   名古屋市瑞穂運動場条例の一部を改正する条例の施行期日を定め 

   る規則 

 名古屋市瑞穂運動場条例の一部を改正する条例（令和 2 年名古屋市条例第 8

号）の施行期日は、令和 3 年 6 月26 日とする。 
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名古屋市瑞穂公園条例施行細則の一部を改正する規則の施行期日を定める規

則をここに公布する。 

  令和 2 年10 月 9 日 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

名古屋市規則第 114  号 

   名古屋市瑞穂公園条例施行細則の一部を改正する規則の施行期日 

   を定める規則 

 名古屋市瑞穂公園条例施行細則の一部を改正する規則（令和 2 年名古屋市規

則第99 号）の施行期日は、令和 3 年 6 月26 日とする。 
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名古屋市告示第 610 号 

      市議会の議決を経た予算の要領 

  地方自治法（昭和22年法律第67号 ） 第 219 条第 2 項の規定により、令和 2 年 

 9 月30日本市市会本会議において議決された予算の要領を次のとおり公表しま 

す。 

    令和 2 年10月 5 日 

                               名古屋市長  河  村  た か し  

 1   令和 2 年度名古屋市一般会計補正予算（第 7 号） 

 2   令和 2 年度名古屋市基金特別会計補正予算（第 5 号） 

 3   令和 2 年度名古屋市公債特別会計補正予算（第 2 号）  

 4   令和 2 年度名古屋市一般会計補正予算（第 8 号） 

 5 令和 2 年度名古屋市一般会計補正予算（第 9 号） 

 6  令和 2 年度名古屋市公債特別会計補正予算（第 3 号） 

                      名古屋市財政局財政部財政課 

7



 
 
令
和

2
年
度
名
古
屋
市
一
般
会
計
の
補
正
予
算
（
第

7
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
 
（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
1
条
 
 
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
6
,
5
6
0
,
7
1
5
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

　
1
,
5
3
3
,
2
8
1
,
2
7
8
千
円
と
す
る
。

2
 
 
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
、
「
第

1
表
歳
入
歳
出

 
 
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

 
 
（
繰
越
明
許
費
の
補
正
）

第
2
条
 
 
繰
越
明
許
費
の
追
加
は
、
「
第

2
表
繰
越
明
許
費
補
正
」
に
よ
る
。

 
 
（
債
務
負
担
行
為
の
補
正
）

第
3
条
 
 
債
務
負
担
行
為
の
追
加
及
び
変
更
は
、
「
第

3
表
債
務
負
担
行
為
補
正
」
に
よ
る
。

 
 
（
地
方
債
の
補
正
）

第
4
条
 
 
地
方
債
の
変
更
は
、
「
第

4
表
地
方
債
補
正
」
に
よ
る
。

令
和

2
年
度
名
古
屋
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

7
号
）
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第
1
表
 
 
歳
入
歳
出
予
算
補
正

歳
 
 
 
 
入

補
正

前
の

額
千
円

千
円

計
千
円

9
国

庫
支

出
金

 

1
負

担
金

 

2
補

助
金

 

1
0

県
支

出
金

△

2
補

助
金

△

1
3

繰
入

金
△

1
他

会
計

繰
入

金
△

1
4

繰
越

金
 

1
繰

越
金

 

1
5

諸
収

入
 

7
雑

入
 

1
6

市
債

 

1
市

債
 

1
 
 

2
,
0
4
3
,
2
8
6
 
 

2
,
0
4
3
,
2
8
7
 
 

1
,
3
1
7
,
5
4
3
 
 

1
 
 

8
1
,
9
3
1
,
0
0
0
 
 

1
1
7
,
2
7
6
,
7
5
5
 
 

1
,
3
1
7
,
5
4
3
 
 

2
3
,
6
2
6
,
4
0
6
 
 

2
,
0
4
3
,
2
8
6
 
 

2
,
0
4
3
,
2
8
7
 
 

3
4
,
2
8
5
,
6
6
0
 
 

9
,
2
5
6
,
1
5
1
 
 

2
5
,
0
2
9
,
5
0
9
 
 

1
1
5
,
9
5
9
,
2
1
2
 
 

6
,
5
6
0
,
7
1
5
 
 

1
,
5
3
3
,
2
8
1
,
2
7
8
 
 

8
1
,
9
3
1
,
0
0
0
 
 

4
7
4
,
9
9
1
,
7
8
6
 
 

4
8
8
,
7
7
6
,
4
8
4
 
 

7
2
,
7
0
4
,
7
0
9
 
 

8
1
,
9
1
6
,
0
0
0
 
 

2
9
6
,
8
1
7
,
0
4
9
 
 

1
3
,
7
8
4
,
6
9
8
 
 

3
4
,
2
8
5
,
6
6
0
 
 

9
,
2
5
6
,
1
5
1
 
 

2
5
,
0
2
9
,
5
0
9
 
 

8
1
,
9
1
6
,
0
0
0
 
 

1
5
,
0
0
0
 
 

1
9
1
,
2
1
1
,
6
5
9
 
 

1
5
,
0
0
0
 
 

1
,
5
2
3
,
1
9
8
 
 

款
項

補
正

額

1
,
5
2
6
,
7
2
0
,
5
6
3
 
 

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

2
8
4
,
5
5
5
,
5
4
9
 
 

1
2
,
2
6
1
,
5
0
0
 
 

7
4
,
0
4
8
,
3
7
0
 
 

1
,
3
4
3
,
6
6
1
 
 

2
2
,
2
5
8
,
8
5
1
 
 

1
,
3
4
3
,
6
6
1
 
 

1
8
9
,
6
8
8
,
4
6
1
 
 

2
0
,
9
1
5
,
1
9
0
 
 

2
2
,
3
0
8
,
8
6
3
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歳
 
 
 
 
出

補
正

前
の

額
千
円

千
円

計
千
円

2
総

務
費

 

1
総

務
管

理
費

 

3
健

康
福

祉
費

 

2
老

人
福

祉
費

 

3
生

活
保

護
費

 

7
公

衆
衛

生
費

 

4
子

ど
も

青
少

年
費

 

1
子

ど
も

青
少

年
費

 

5
環

境
費

△

1
環

境
保

全
費

△

6
ス

ポ
ー

ツ
市

民
費

 

2
区

役
所

費
 

3
ス

ポ
ー

ツ
費

 

7
経

済
費

△

1
産

業
費

△

8
観

光
文

化
交

流
費

 

1
観

光
交

流
費

△

2
文

化
交

流
費

 

1
1

消
防

費
△

1
2
,
1
4
5
,
9
1
9
 
 

1
7
0
,
0
0
0
 
 

1
2
,
3
1
5
,
9
1
9
 
 

1
0
0
,
3
6
0
,
3
2
4
 
 

2
,
4
3
7
,
3
5
4
 
 

9
7
,
9
2
2
,
9
7
0
 
 

2
0
,
5
7
2
,
5
3
0
 
 

1
7
,
6
9
4
,
0
5
7
 
 

1
4
,
0
0
0
 
 

1
7
,
7
0
8
,
0
5
7
 
 

2
6
5
,
5
6
5
,
7
4
4
 
 

1
8
4
,
0
0
0
 
 

2
6
5
,
7
4
9
,
7
4
4
 
 

2
8
,
9
9
9
,
5
6
5
 
 

2
8
1
,
0
8
1
 
 

2
8
,
7
1
8
,
4
8
4
 
 

1
8
7
,
7
4
7
,
7
8
5
 
 

8
6
0
,
9
7
1
 
 

1
8
8
,
6
0
8
,
7
5
6
 
 

1
4
,
4
7
3
,
7
1
7
 
 

3
0
,
2
6
0
 
 

1
4
,
5
0
3
,
9
7
7
 
 

5
,
3
1
4
,
2
3
8
 
 

9
9
,
0
7
4
,
4
3
4
 
 

4
,
0
9
2
,
0
1
1
 
 

1
8
8
,
6
0
8
,
7
5
6
 
 

2
,
4
3
7
,
3
5
4
 
 

9
6
,
6
3
7
,
0
8
0
 
 

3
4
4
,
5
9
9
,
7
3
9
 
 

補
正

額

2
0
,
8
0
7
,
7
9
8
 
 

3
4
0
,
5
0
7
,
7
2
8
 
 

4
4
,
2
9
9
,
5
3
4
 
 

5
0
,
0
3
8
 
 

4
4
,
3
4
9
,
5
7
2
 
 

項
款

8
8
,
1
1
0
,
1
1
6
 
 

1
8
7
,
7
4
7
,
7
8
5
 
 

8
6
0
,
9
7
1
 
 

1
7
,
0
1
6
,
7
8
6
 
 

5
0
,
0
3
8
 
 

2
0
,
8
5
7
,
8
3
6
 
 

4
1
,
8
7
8
,
6
2
1
 
 

1
2
,
0
7
1
 
 

4
1
,
8
6
6
,
5
5
0
 
 

6
0
,
5
6
9
,
6
2
4
 
 

5
1
3
,
6
3
0
 
 

6
1
,
0
8
3
,
2
5
4
 
 

6
1
,
0
0
0
 
 

5
,
3
7
5
,
2
3
8
 
 

5
,
2
1
2
,
6
9
5
 
 

1
2
,
0
7
1
 
 

5
,
2
0
0
,
6
2
4
 
 

8
8
,
0
8
7
,
4
7
9
 
 

2
2
,
6
3
7
 
 

7
,
2
0
9
,
0
4
3
 
 

3
0
,
7
4
0
 
 

7
,
1
7
8
,
3
0
3
 
 

3
,
5
5
5
,
7
4
4
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補
正

前
の

額
千
円

千
円

計
千
円

1
消

防
費

△

1
2

教
育

費
 

1
教

育
総

務
費

 

2
小

学
校

費
 

3
中

学
校

費
 

4
高

等
学

校
費

 

5
幼

稚
園

費
 

6
特

別
支

援
学

校
費

 

8
私

学
振

興
費

 

9
生

涯
学

習
費

△

1
,
7
6
7
,
6
8
4
 
 

9
,
3
6
6
 
 

1
1
,
3
2
4
,
8
3
8
 
 

2
8
,
9
9
9
,
5
6
5
 
 

4
4
,
2
1
7
,
9
3
9
 
 

2
8
1
,
0
8
1
 
 

2
8
,
7
1
8
,
4
8
4
 
 

4
3
,
9
7
0
,
3
1
2
 
 

2
,
7
3
0
,
0
0
0
 
 

4
,
0
7
3
,
9
4
1
 
 

1
4
,
1
2
8
,
6
6
8
 
 

1
9
5
,
6
8
8
,
6
7
5
 
 

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

1
,
5
2
6
,
7
2
0
,
5
6
3
 
 

6
,
5
6
0
,
7
1
5
 
 

1
,
5
3
3
,
2
8
1
,
2
7
8
 
 

1
9
1
,
6
1
4
,
7
3
4
 
 

8
,
0
3
8
,
7
3
4
 
 

－
 
 

9
,
0
5
8
,
0
5
0
 
 

1
0
,
0
0
0
 
 

9
,
0
4
8
,
0
5
0
 
 

款
項

補
正

額

8
6
,
2
5
7
,
8
2
9
 
 

1
,
0
4
5
,
3
0
3
 
 

8
7
,
3
0
3
,
1
3
2
 
 

8
,
0
3
8
,
7
3
4
 
 

2
4
7
,
6
2
7
 
 

1
,
7
7
7
,
0
5
0
 
 

6
,
4
2
8
,
2
3
7
 
 

5
,
8
1
9
 
 

4
5
,
8
2
6
 
 

1
1
,
3
7
0
,
6
6
4
 
 

1
6
,
8
5
8
,
6
6
8
 
 

6
,
4
3
4
,
0
5
6
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第
2
表
 
 
繰
越
明
許
費
補
正

1
産

業
費

次
期

産
業

振
興

計
画

の
策

定
1
8
,
0
0
0
 
 

7
経

済
費

6
ス

ポ
ー

ツ
市

民
費

2
区

役
所

費
中

村
区

役
所

等
複

合
庁

舎
周

辺
道

路
無

電
柱

化
の

設
計

1
4
,
0
0
0
 
 

4
0
,
1
2
5
 
 

款
項

事
業

名
千

円

1
2

教
育

費
1

教
育

総
務

費
情

報
通

信
用

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

サ
ー

バ
ー

の
購

入

金
額

2
,
7
3
0
,
0
0
0
 
 

2 4
高

等
学

校
費

大
型

提
示

装
置

の
購

入
4
9
9
,
1
2
5
 
 

3
中

学
校

費
大

型
提

示
装

置
の

購
入

1
8
1
,
8
7
5
 
 

小
学

校
費

大
型

提
示

装
置

の
購

入
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第
3
表
 
 
債
務
負
担
行
為
補
正

1
 
 
追
 
 
加
 
 
分

千
円

教
育

セ
ン

タ
ー

情
報

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

回
線

使
用

料
等

令
和

3
年

度
か

ら
令

和
8
年

度
ま

で

小
学

校
タ

ブ
レ

ッ
ト

端
末

の
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
導

入
・

保
守

業
務

委
託

令
和

3
年

度
か

ら
令

和
8
年

度
ま

で

小
学

校
情

報
通

信
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
回

線
使

用
料

令
和

3
年

度
か

ら
令

和
8
年

度
ま

で

中
学

校
タ

ブ
レ

ッ
ト

端
末

の
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
導

入
・

保
守

業
務

委
託

令
和

3
年

度
か

ら
令

和
8
年

度
ま

で

中
学

校
情

報
通

信
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
回

線
使

用
料

令
和

3
年

度
か

ら
令

和
8
年

度
ま

で

高
等

学
校

情
報

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

回
線

使
用

料
令

和
3
年

度
か

ら
令

和
8
年

度
ま

で

特
別

支
援

学
校

情
報

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

回
線

使
用

料
令

和
3
年

度
か

ら
令

和
8
年

度
ま

で

4
,
2
9
9
,
0
0
0

8
6
,
0
0
0

1
1
,
0
0
0

事
項

期
間

限
度

額

2
7
1
,
0
0
0

2
0
2
,
0
0
0

4
,
0
0
0

4
,
9
5
6
,
0
0
0

13



2
 
 
変
 
 
更
 
 
分

千
円

千
円

第
4
表
 
 
地
方
債
補
正

年
5
.
0
％

以
内

起
債

年
度

よ
り

据
置

期
間

を
ふ

く
め

、
4
0
年

度
間

以
内

に
毎

年
元

利
も

し
く

は
元

金
均

等
の

方
法

に
し

方
式

で
借

り
入

れ
る

よ
り

、
又

は
満

期
日

に
元

金
を

一
括

し
て

償
還

す
政

府
資

金
及

び
地

方
公

る
。

た
だ

し
、

財
政

の
都

合
に

よ
り

据
置

期
間

及
共

団
体

金
融

機
構

資
金

び
償

還
期

限
を

短
縮

し
、

も
し

く
は

繰
上

償
還

又
に

つ
い

て
、

利
率

の
見

は
借

換
え

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
政

府
資

金
を

借
直

し
を

行
っ

た
後

に
お

り
入

れ
る

場
合

は
、

そ
の

融
資

条
件

に
よ

る
。

い
て

は
、

当
該

見
直

し
後

の
利

率
）

令
和

5
年

度
か

ら

令
和

1
2
年

度
ま

で

1
4
,
6
8
5
,
0
0
0

3
0
,
9
0
5
,
0
0
0

3
,
4
9
9
,
0
0
0

1
,
8
1
6
,
0
0
0

令
和

3
年

度
か

ら

令
和

5
年

度
ま

で

ナ
ゴ

ヤ
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

（
令

和
2
年

第
8
3
号

議
決

）

令
和

5
年

度
か

ら

令
和

1
2
年

度
ま

で

（
令

和
2
年

第
8
3
号

議
決

）

げ策
事

業
継

続
資

金
の

貸
付

利
率

の
引

き
下

期
間

令
和

3
年

度
か

ら

令
和

5
年

度
ま

で

ナ
ゴ

ヤ
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
事

業
継

続
資

金
の

利
子

補
給

（
た

だ
し

､
利

率
見

直
消

防
施

設
整

備
費

同
じ

に
同

じ

事
項

補
正

前
補

正
後

期
間

限
度

額

千
円

千
円

8
0
3
,
0
0
0

8
1
8
,
0
0
0

補
正

前
に

普
通

貸
借

又

起
債

の
目

的
補

正
前

補
正

後

償
還

の
方

法
限

度
額

起
債

の
方

法
利

率
限

度
額

起
債

の
方

法

限
度

額

利
率

同
じ

補
正

前
補

正
前

に
は

証
券

発
行

償
還

の
方

法

14



 
 
令

和
2
年

度
名

古
屋

市
基

金
特

別
会

計
の

補
正

予
算

（
第

5
号

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ
ろ

に
よ

る
。

 
 
（

歳
入

歳
出

予
算

の
補

正
）

第
1
条

 
 
歳

入
歳

出
予

算
の

総
額

か
ら

歳
入

歳
出

そ
れ

ぞ
れ

9
,
2
5
6
,
1
5
1
千

円
を

減
額

し
、

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
を

歳
入

歳
出

そ
れ

ぞ
れ

　
1
0
3
,
2
6
3
,
5
3
6
千

円
と

す
る

。

2
 
 
歳

入
歳

出
予

算
の

補
正

の
款

項
の

区
分

及
び

当
該

区
分

ご
と

の
金

額
並

び
に

補
正

後
の

歳
入

歳
出

予
算

の
金

額
は

、
「

第
1
表

歳
入

歳
出

 
 
予

算
補

正
」

に
よ

る
。

令
和

2
年
度
名
古
屋
市
基
金
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

5
号
）

15



第
1
表

 
 
歳

入
歳

出
予

算
補

正

歳
 
 
 
 
入

補
正

前
の

額
千
円

千
円

計
千
円

1
4

災
害

対
策

事
業

3
基

金
積

戻
金

△

2
2

財
政

調
整

基
金

収
入

△

2
基

金
積

戻
金

△ △

歳
 
 
 
 
出

補
正

前
の

額
千
円

千
円

計
千
円

1
4

災
害

対
策

事
業

基
金

△

1
他

会
計

繰
出

金
△

2
2

財
政

調
整

基
金

△

1
他

会
計

繰
出

金
△ △

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

1
1
2
,
5
1
9
,
6
8
7
 
 

1
0
3
,
2
6
3
,
5
3
6
 
 

9
,
2
5
6
,
1
5
1
 
 

2
,
0
6
3
,
8
2
1
 
 

2
5
6
,
3
9
0
 
 

1
,
8
0
7
,
4
3
1
 
 

2
,
0
5
8
,
0
0
9
 
 

2
5
6
,
3
9
0
 
 

1
,
8
0
1
,
6
1
9
 
 

款
項

1
1
2
,
5
1
9
,
6
8
7
 
 

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

1
2
,
4
9
6
,
0
6
9
 
 

款
項

2
,
0
6
3
,
8
2
1
 
 

基
金

収
入

2
,
0
5
8
,
0
0
9
 
 

補
正

額

8
,
9
9
9
,
7
6
1
 
 

8
,
9
9
9
,
7
6
1
 
 

△
2
5
6
,
3
9
0
 
 

1
,
8
0
7
,
4
3
1
 
 

2
5
6
,
3
9
0
 
 

1
,
8
0
1
,
6
1
9
 
 

3
,
4
9
6
,
3
0
8
 
 

1
2
,
4
5
2
,
3
4
0
 
 

3
,
4
5
2
,
5
7
9
 
 

1
2
,
4
9
6
,
0
6
9
 
 

8
,
9
9
9
,
7
6
1
 
 

3
,
4
9
6
,
3
0
8
 
 

1
2
,
4
5
2
,
3
4
0
 
 

8
,
9
9
9
,
7
6
1
 
 

3
,
4
5
2
,
5
7
9
 
 

1
0
3
,
2
6
3
,
5
3
6
 
 

補
正

額

9
,
2
5
6
,
1
5
1
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令

和
2
年

度
名

古
屋

市
公

債
特

別
会

計
の

補
正

予
算

（
第

2
号

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ
ろ

に
よ

る
。

 
 
（

歳
入

歳
出

予
算

の
補

正
）

第
1
条

 
 
歳

入
歳

出
予

算
の

総
額

に
歳

入
歳

出
そ

れ
ぞ

れ
1
5
,
0
0
0
千

円
を

追
加

し
、

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
を

歳
入

歳
出

そ
れ

ぞ
れ

　
4
5
2
,
6
2
9
,
9
0
5
千

円
と

す
る

。

2
 
 
歳

入
歳

出
予

算
の

補
正

の
款

項
の

区
分

及
び

当
該

区
分

ご
と

の
金

額
並

び
に

補
正

後
の

歳
入

歳
出

予
算

の
金

額
は

、
「

第
1
表

歳
入

歳
出

 
 
予

算
補

正
」

に
よ

る
。

令
和

2
年
度
名
古
屋
市
公
債
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

2
号
）

17



第
1
表
 
 
歳
入
歳
出
予
算
補
正

歳
 
 
 
 
入

補
正

前
の

額
千
円

千
円

計
千
円

1
公

債
 

1
公

債

歳
 
 
 
 
出

補
正

前
の

額
千
円

千
円

計
千
円

1
繰

出
金

1
起

債
額

繰
出

款
項

4
5
2
,
6
1
4
,
9
0
5
 
 

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

1
9
8
,
9
8
1
,
0
0
0
 
 

1
9
8
,
9
8
1
,
0
0
0
 
 

補
正

額

1
9
8
,
9
9
6
,
0
0
0
 
 

補
正

額

1
5
,
0
0
0
 
 

4
5
2
,
6
2
9
,
9
0
5
 
 

1
5
,
0
0
0
 
 

1
9
8
,
9
9
6
,
0
0
0
 
 

4
5
2
,
6
2
9
,
9
0
5
 
 

1
2
7
,
9
7
6
,
0
0
0
 
 

1
2
7
,
9
7
6
,
0
0
0
 
 

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

4
5
2
,
6
1
4
,
9
0
5
 
 

1
5
,
0
0
0
 
 

款
項

1
2
7
,
9
6
1
,
0
0
0
 
 

1
5
,
0
0
0
 
 

1
5
,
0
0
0
 
 

1
2
7
,
9
6
1
,
0
0
0
 
 

1
5
,
0
0
0
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令
和

2
年
度
名
古
屋
市
一
般
会
計
の
補
正
予
算
（
第

8
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
 
（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
1
条
 
 
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
1
,
0
1
5
,
3
4
0
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

　
1
,
5
3
4
,
2
9
6
,
6
1
8
千
円
と
す
る
。

2
 
 
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
、
「
第

1
表
歳
入
歳
出

 
 
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

令
和

2
年
度
名
古
屋
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

8
号
）

19



第
1
表
 
 
歳
入
歳
出
予
算
補
正

歳
 
 
 
 
入

既
提

出
の

額
千
円

千
円

計
千

円

9
国

庫
支

出
金

 

2
補

助
金

 

1
0

県
支

出
金

 

2
補

助
金

 

歳
 
 
 
 
出

既
提

出
の

額
千
円

千
円

計
千

円

3
健

康
福

祉
費

 

7
公

衆
衛

生
費

 

7
2
0
,
5
4
0
 
 

2
0
,
9
1
5
,
1
9
0
 
 

7
2
0
,
5
4
0
 
 

4
8
9
,
0
7
1
,
2
8
4
 
 

3
4
4
,
5
9
9
,
7
3
9
 
 

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

1
,
5
3
3
,
2
8
1
,
2
7
8
 
 

1
,
0
1
5
,
3
4
0
 
 

2
0
,
5
7
2
,
5
3
0
 
 

1
,
0
1
5
,
3
4
0
 
 

2
9
6
,
8
1
7
,
0
4
9
 
 

2
9
4
,
8
0
0
 
 

7
2
,
7
0
4
,
7
0
9
 
 

補
正

額

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

款

1
,
5
3
4
,
2
9
6
,
6
1
8
 
 

款
項

補
正

額

項

1
,
5
3
3
,
2
8
1
,
2
7
8
 
 

4
8
8
,
7
7
6
,
4
8
4
 
 

2
1
,
6
3
5
,
7
3
0
 
 

7
3
,
4
2
5
,
2
4
9
 
 

2
9
7
,
1
1
1
,
8
4
9
 
 

2
9
4
,
8
0
0
 
 

2
1
,
5
8
7
,
8
7
0
 
 

1
,
0
1
5
,
3
4
0
 
 

1
,
5
3
4
,
2
9
6
,
6
1
8
 
 

1
,
0
1
5
,
3
4
0
 
 

3
4
5
,
6
1
5
,
0
7
9
 
 

20



 
 
令
和

2
年
度
名
古
屋
市
一
般
会
計
の
補
正
予
算
（
第

9
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
 
（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
1
条
 
 
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
1
,
0
4
1
,
0
2
4
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

　
1
,
5
3
5
,
3
3
7
,
6
4
2
千
円
と
す
る
。

2
 
 
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
、
「
第

1
表
歳
入
歳
出

 
 
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

 
 
（
繰
越
明
許
費
の
補
正
）

第
2
条
 
 
繰
越
明
許
費
の
追
加
は
、
「
第

2
表
繰
越
明
許
費
補
正
」
に
よ
る
。

 
 
（
地
方
債
の
補
正
）

第
3
条
 
 
地
方
債
の
変
更
は
、
「
第

3
表
地
方
債
補
正
」
に
よ
る
。

令
和

2
年
度
名
古
屋
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

9
号
）

21



第
1
表
 
 
歳
入
歳
出
予
算
補
正

歳
 
 
 
 
入

既
提

出
の

額
千
円

千
円

計
千

円

9
国

庫
支

出
金

 

2
補

助
金

 

1
0

県
支

出
金

 

2
補

助
金

 

1
4

繰
越

金
 

1
繰

越
金

 

1
6

市
債

 

1
市

債
 

歳
 
 
 
 
出

既
提

出
の

額
千
円

千
円

計
千

円

3
健

康
福

祉
費

 

7
公

衆
衛

生
費

 

1
2

教
育

費
 

7
大

学
費

 

4
8
9
,
0
7
1
,
2
8
4
 
 

3
3
6
,
4
0
4
 
 

4
8
9
,
4
0
7
,
6
8
8
 
 

2
9
7
,
1
1
1
,
8
4
9
 
 

3
3
6
,
4
0
4
 
 

2
9
7
,
4
4
8
,
2
5
3
 
 

7
3
,
4
2
5
,
2
4
9
 
 

5
6
8
,
6
2
0
 
 

7
3
,
9
9
3
,
8
6
9
 
 

2
1
,
6
3
5
,
7
3
0
 
 

5
6
8
,
6
2
0
 
 

2
2
,
2
0
4
,
3
5
0
 
 

2
1
,
5
8
7
,
8
7
0
 
 

9
0
5
,
0
2
4
 
 

2
2
,
4
9
2
,
8
9
4
 
 

8
2
,
0
5
5
,
0
0
0
 
 

8
1
,
9
3
1
,
0
0
0
 
 

1
2
4
,
0
0
0
 
 

1
0
,
7
7
6
,
3
8
2
 
 

1
,
0
4
1
,
0
2
4
 
 

1
,
5
3
5
,
3
3
7
,
6
4
2
 
 

1
3
6
,
0
0
0
 
 

1
9
5
,
8
2
4
,
6
7
5
 
 

補
正

額

9
0
5
,
0
2
4
 
 

3
4
6
,
5
2
0
,
1
0
3
 
 

1
,
5
3
5
,
3
3
7
,
6
4
2
 
 

款
項

補
正

額

項

1
,
5
3
4
,
2
9
6
,
6
1
8
 
 

2
,
0
4
3
,
2
8
7
 
 

1
9
5
,
6
8
8
,
6
7
5
 
 

8
2
,
0
5
5
,
0
0
0
 
 

2
,
0
5
5
,
2
8
7
 
 

2
,
0
5
5
,
2
8
7
 
 

2
,
0
4
3
,
2
8
7
 
 

1
2
,
0
0
0
 
 

8
1
,
9
3
1
,
0
0
0
 
 

1
2
,
0
0
0
 
 

1
2
4
,
0
0
0
 
 

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

1
,
5
3
4
,
2
9
6
,
6
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名古屋市告示第 611号 

   ささしまライブ24土地区画整理審議会委員の選挙立候補者 

 令和 2年10月11日に執行する名古屋都市計画事業ささしまライブ24土地区画

整理審議会委員の選挙について、土地区画整理法施行令（昭和30年政令第47号）

第24条第 2項の規定により届出のあった候補者は、次のとおりです。 

  令和 2年10月 5日 

名古屋市長  河  村  た か し  

宅地の所有者が選挙する委員の候補者 

氏名又は名称 住所又は主たる事務所の所在地 

株式会社イデックスホールディン

グス 
名古屋市中区栄三丁目 1番15号 

伊藤 滋 名古屋市守山区小幡中一丁目 7番21号 

独立行政法人国際協力機構 東京都千代田区二番町 5番地25 

鈴井 一博 名古屋市昭和区妙見町 116番地の 1 

中京テレビ放送株式会社 名古屋市中村区平池町四丁目60番地11 

株式会社日衡 名古屋市中川区運河町 3番 3号 

日本郵便株式会社 東京都千代田区大手町二丁目 3番 1号 

脇田運輸倉庫株式会社 名古屋市中村区名駅南一丁目28番21号 

名古屋市住宅都市局リニア関連都心開発部 

ささしまライブ24総合整備事務所 
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名古屋市告示第 612号 

   ささしまライブ24土地区画整理審議会委員の選挙の無投票 

 令和 2年10月11日に執行する名古屋都市計画事業ささしまライブ24土地区画

整理審議会委員の選挙については、届出のあった候補者の数が選挙すべき委員

の数を超えないので、土地区画整理法施行令（昭和30年政令第47号）第26条の

規定により、投票を行いません。 

  令和 2年10月 5日 

名古屋市長  河  村  た か し  

名古屋市住宅都市局リニア関連都心開発部 

ささしまライブ24総合整備事務所 
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名古屋市告示第 613 号 

   建築協定の認可 

 建築基準法（昭和25年法律第 201 号）第73条第 1 項の規定により次の建築協 

定を認可しましたので、同条第 2 項の規定により告示するとともに、同条第 3  

項の規定により建築協定書を一般の縦覧に供します。 

  令和 2 年10月 6 日

名古屋市長  河  村  た か し  

 1  建築協定の名称 

  東井の元町建築協定 

 2  建築協定区域 

名古屋市瑞穂区井の元町 133 番 外 

 3  縦覧場所 

  名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 

  名古屋市住宅都市局建築指導部建築指導課（名古屋市役所西庁舎 2 階） 

 4  縦覧日時

  名古屋市の休日を定める条例（平成 3 年名古屋市条例第36号）第 2 条第 1  

 項に規定する本市の休日以外の日の午前 8 時45分から午後 5 時15分まで。た 

 だし、正午から午後 1 時までは除きます。 

名古屋市住宅都市局建築指導部建築指導課 
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名古屋市告示第 614 号 

   個人の市民税における寄附金税額控除の対象となる寄附金の指定 

 名古屋市市税条例（昭和37年名古屋市条例第45号）第18条第 4 項に規定する 

個人の市民税における寄附金税額控除の対象となる寄附金として、次の者に対 

する寄附金を指定します。 

  令和 2 年10月 6 日 

                 名古屋市長  河  村  た か し  

  寄附金を受領する者 
  寄附金を受領する者の 

  所在地 
備  考 

  社会福祉法人ほうり 

  ん福祉会 

  名古屋市西区大野木二 

  丁目 135 番地 

 令和 2 年 1 月 1 日以後に

 個人が支出する寄附金 

                           名古屋市財政局税務部税制課 
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名古屋市告示第 615号 

   開発行為に関する工事の完了 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第35条第 1項の規定により許可した次

の開発行為に関する工事が完了しました。 

  令和 2年10月 7日 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 1 許可年月日及び許可番号 

  令和元年10月11日 31指令住開指第 149号 

 2 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

名古屋市緑区諸の木三丁目1914番 

3 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

  名古屋市瑞穂区苗代町15番 1号 

  ブラザー不動産株式会社 

  代表取締役 小森諭司 

                名古屋市住宅都市局建築指導部開発指導課 
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名古屋市告示第 616号 

   農用地利用集積計画について 

 農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条第 1項の規定により

次のとおり農用地利用集積計画を定めましたので、同法第19条の規定により公

告します。 

  令和 2年10月 8日 

名古屋市長  河  村  た か し  

1 利用権の設定を受ける者の氏名及び住所 

田中 香里 あま市七宝町遠島萱苅島1859番地 1 

2 利用権の設定を行う者の氏名及び住所 

  安井 裕亮 名古屋市中川区富永二丁目 378番地 

3 利用権の設定を受ける土地の所在、地番、地目及び面積 

  名古屋市中川区富永二丁目 414番 3、畑、191.00平方メートル 

4 設定する利用権 

(1) 種類 使用貸借権 

(2) 内容 畑として利用 

  (3) 存続期間 令和 2年10月10日から令和 5年10月 9日まで 

5 利用権の設定を受ける者の農業経営の状況 

(1) 現に耕作又は養畜の事業に供している農用地の面積： 0平方メートル 

 (2) 農作業従事の状況 

農業従事日数： 100日、農業従事者： 2人 

 (3) 農機具の保有状況 

鎌： 1 

名古屋市緑政土木局都市農業課 
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名古屋市告示第 617号 

   大曽根北土地区画整理審議会委員選挙の無投票 

 令和 2年11月 1日に執行する名古屋都市計画事業大曽根北土地区画整理審議

会委員選挙につきましては、届出のありました候補者の数が選挙すべき委員の

数を超えませんので、土地区画整理法施行令（昭和30年政令第47号）第26条の

規定により、投票を行いません。 

  令和 2年10月 9日 

                 名古屋市長  河  村  た か し  

名古屋市住宅都市局都市整備部大曽根北・筒井都市整備事務所 
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名古屋市告示第 618号 

   大曽根北土地区画整理審議会委員の選挙における届出のあった候 

補者について 

 令和 2年11月 1日に執行する名古屋都市計画事業大曽根北土地区画整理審議

会委員選挙につきまして、土地区画整理法施行令（昭和30年政令第47号）第24

条第 2項の規定により届出のありました候補者は、次のとおりです。  

  令和 2年10月 9日 

                 名古屋市長  河  村  た か し  

1 宅地の所有者のうちから選挙される委員に立候補した者 

氏   名 住       所 

水野 喜章 名古屋市北区山田町 4丁目76番地 

渡邉  彬 名古屋市北区大曽根四丁目18番40号 

   水野 正久 名古屋市北区山田西町 3丁目 160番地の 2 

   斉藤 洋司 名古屋市北区上飯田東町 2丁目51番地の 1 

神戸 保博 名古屋市北区上飯田東町 3丁目11番地 

堀田 三郎 名古屋市北区上飯田東町 4丁目35番地の 2 

  安藤 良平 名古屋市北区上飯田東町 5丁目12番地 

2 宅地について借地権を有する者のうちから選挙される委員に立候補した者 

氏   名 住       所 

   林 伊智朗 名古屋市北区山田町 4丁目47番地の 3 

名古屋市住宅都市局都市整備部大曽根北・筒井都市整備事務所 
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名古屋市告示第 619  号 

   特定計量器定期検査の実施 

計量法（平成 4  年法律第51 号）第19 条の規定に基づき、次のように特定計量 

器の定期検査を行います。 

令和 2 年10 月 9 日 

名古屋市長  河  村  た か し  

1  定期検査を行う区域 

  南区、緑区及び名東区 

2  対象となる特定計量器 

  計量法第19 条に定める特定計量器のうち、非自動はかりであって、ひょう 

量が 300  キログラム未満のもの（分銅及びおもりを含む。）。ただし、ひょ 

う量 300  キログラム以上の非自動はかりを有する事業所で使用するひょう量 

300  キログラム未満のものは除きます。 

3  実施の期日及び場所 

(1) 南区 

検 査 日 検  査  場  所 

11 月10 日（火） 瑞穂生涯学習センター     （玄関前） 

11 月11 日（水） 南生涯学習センター      （駐輪場） 

11 月17 日（火） なごや農業協同組合大高支店  （倉庫） 

(2) 緑区 

検 査 日 検  査  場  所 

11 月16 日（月） 大高地域コミュニティセンター （集会室） 
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11 月20 日（金） 大高地域コミュニティセンター （集会室） 

11 月26 日（木） なごや農業協同組合大高支店  （倉庫） 

11 月27 日（金） 平針（新）公民館       （ホール） 

(3) 名東区 

検 査 日 検  査  場  所 

12 月 8 日（火） 名東生涯学習センター     （体育室） 

ただし、特定計量器検定検査規則（平成 5 年通商産業省令第70 号）第39 条 

第 2 項に基づく申請があった特定計量器の検査場所については、その所在の 

場所とします。 

                名古屋市経済局産業労働部産業企画課 
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名古屋市教育委員会告示第23号 

   個人演説会に係る公営施設設備及び費用額について 

 平成 5 年名古屋市教育委員会告示第14 号（公職選挙法施行令（昭和25 年政令

第89 号）第 119  条第 2 項及び第 121  条第 1 項に基づく各種公職選挙における個

人演説会の設備の程度その他施設の使用について必要な事項並びに納付すべき

費用の額を定める告示）の一部を次のように改正する。 

  令和 2 年10月 8 日 

             名古屋市教育委員会教育長  鈴 木 誠 二  

 個人演説会公営施設設備及び費用額を次のように改める。 
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個人演説会公営施設設備 

施設の名称 

演 説 会 場

に 充 て る

場所 

左 記 の 

面 積 

聴 衆 席 

の 状 況 

演 壇 の 

有 無 

照明設備 

の 有 無 

拡声機設 

備の有無 

名 古 屋 市 平 田  

学校体育センター 
体育館 

㎡ 

1,162.5 
椅子 330  脚 

  800  人 
有 有 有 

名 古 屋 市 中 川  

学校体育センター 
体育館 1,368 

椅子 170  脚 

  8 0 0人 
有 有 有 

名 古 屋 市 天 白  

学校体育センター 
体育館 1,162.5 

椅子 230  脚 

  800  人 
有 有 有 

個人演説会公営施設設備費用額 

施設の名称 

基 本 区 分 特 例 区 分 

午 前 午 後 夜 間 午 後 特 夜 間 特 

名 古 屋 市 平 田  

学校体育センター 

円 

1,500 

円 

1,500 

円 

2,250 

円 

900 

円 

1,200 

名 古 屋 市 中 川  

学校体育センター 
1,500 1,500 2,250 900 1,200 

名 古 屋 市 天 白  

学校体育センター 
1,500 1,500 2,250 900 1,200 

備考 

 1  「午前」とは午前 9 時から午後 0 時30 分まで、「午後」とは午後 1 時から午後 5 時まで、

  「夜間」とは午後 5 時30 分から午後 9 時までをいう。 

 2  「特例区分」とは午後 4 時から午後 6 時30 分までの間、別に使用承認又は使用許可され

ている場合に使用できる区分であり、「午後特」とは午後 1 時から午後 3 時30 分まで、

「夜間特」とは午後 7 時から午後 9 時までをいう。 

 3  上記いずれの区分も会場の設営、後片付け及び清掃の時間を含む。 

            名古屋市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習課 
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名古屋市交通局告示第９号 

   「地下迷宮に眠る謎２０２０」専用バス・地下鉄全線一日乗車券 

の発売についての一部改正について 

 令和２年名古屋市交通局告示第６号（「地下迷宮に眠る謎２０２０」専用バ

ス・地下鉄全線一日乗車券の発売について）の一部を、令和２年１０月６日か

ら次のように改正します。 

  令和２年１０月５日 

                  名古屋市交通局長 河 野 和 彦  

第８項第１号中「「地下迷宮に眠る謎２０２０」謎解きキット」を「返金不

可印がない「地下迷宮に眠る謎２０２０」謎解きキット」に改めます。 

            名古屋市交通局営業本部営業統括部乗客誘致推進課 
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   大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出の公告 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第 6条第 1項の規定により大

規模小売店舗の変更の届出がなされましたので、同条第 3項において準用する

同法第 5条第 3項の規定により次のとおり公告します。 

  令和 2年10月 7日 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  大須 301ビル・万松寺ビル 

  名古屋市中区大須三丁目3010番地 ほか23筆 

 2 変更した事項 

   大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては代表者の氏名 

№
変更前 変更後 変更

年月
日 

氏名又は
名  称

代表者の
氏  名

住  所
氏名又は
名  称

代表者の
氏  名

住  所

1

― ― ― ㈱ドン・キ
ホーテ

代表取締役
吉田 直樹

東京都目黒
区青葉台二
丁目19番10
号

令和
2年
6月

26日

2

― ― ― ㈱コスモネ
ット

代表取締役
三上 明 

京都市中京
区烏丸通四
条上る笋町
689番地 

平成
24年
6月

16日

3

― ― ― ㈱じゃんぱ
ら

代表取締役
小林  直純

東京都千代
田区外神田
四丁目 4番
7号 

平成
29年
6月
23日

4

― ― ― ㈱タイムマ
シン

代表取締役
大井 裕信

大阪市浪速
区日本橋五
丁目 9番19
号

平成
27年
9月
1日
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5

― ― ― 田村 洋子 ― 名古屋市中
村区京田町
1丁目21番
1号 

平成
27年
5月
1日

6

― ― ― ㈱ネクサス
エンタープ
ライズ

代表取締役
原本 一正

大阪市中央
区日本橋二
丁目 7番13
号

平成
29年
8月
3日

7

― ― ― ㈲アメニテ
ィドリーム

代表取締役
栗原 秀一

東京都武蔵
野市吉祥寺
本町一丁目
13番 4号 

平成
23年
7月
1日

8

㈱ユウキの
カレー

代表取締役
蜂須賀 庸
晃

名古屋市中
村区名駅三
丁目 1－ 2

― ― ― 平成
22年
9月

16日

9

丸紅テレコ
ム㈱

代表取締役
要 博明 

東京都千代
田区神田三
丁目 8番 1
号

― ― ― 平成
22年
8月

31日

10

山本 繁 ― 名古屋市瑞
穂区桃園町
三丁目10番
地

― ― ― 平成
21年
10月
15日

11

三輪 昭代 ― 名古屋市中
区大須三丁
目30番54号

― ― ― 平成
24年
6月

16日

12

㈲ワールド
プランニン
グ

代表取締役
平松 芳博

名古屋市千
種区内山三
丁目31番17
号

― ― ― 平成
27年
4月

30日

13

鄭 興 ― 愛知県犬山
市四季の丘
1丁目49番

地

― ― ― 平成
21年
3月

31日

14

日比野 光
江

― 名古屋市北
区上飯田南
町 3丁目50
番地 2 

― ― ― 平成
27年
6月

23日

15

㈱三日月百
子

代表取締役
物河 昭 

大阪市中央
区西心斎橋
二丁目 1番
3号 

― ― ― 平成
23年
3月

10日

16

㈱キャリッ
ク

代表取締役
程島 一男

栃木県栃木
市箱森町25
－49 

― ― ― 平成
26年
2月
7日
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17

 マリブ 代表社員 
浅野 豪之

名古屋市港
区大手町 3
丁目 3番地
4 

― ― ― 平成
26年
4月

30日

18

㈲ディッグ
アップ

代表取締役
荒木 信悟

三重県四日
市市日永東
三丁目 8番
18号 

― ― ― 平成
23年
2月

28日

19

㈲Ｄｅｌｉ
ｇｈｔ

代表取締役
兼松 紀恵

名古屋市中
区丸の内三
丁目16番11
号

― ― ― 平成
26年
9月
1日

20

㈱ホビーズ
ファクトリ
ー

代表取締役
渋谷 篤人

大阪市中央
区博労町 3
－ 3－ 9 

― ― ― 令和
元年
10月
1日

21

万松寺土地
㈱

代表取締役
伊藤 元裕

名古屋市中
区大須三丁
目30番93号

― ― ― 平成
19年
12月
18日

22

大須屋 代表社員 
伊藤 龍彦

名古屋市中
区大須三丁
目32番29号

― ― ― 平成
21年
4月
1日

23

㈱トラベル
メイト

代表取締役
金田 耕治

愛知県西春
日井郡師勝
町鹿田1929
番地

― ― ― 平成
21年
4月
1日

24

㈱松屋コー
ヒー本店

代表取締役
松下 和義

名古屋市中
区大須三丁
目30番59号

変更なし 代表取締役
松下 幸司

変更なし 平成
27年
7月

28日

25

㈲ビットリ
オ

代表取締役
小田 真千

名古屋市中
区上前津二
丁目 7番11
号

変更なし 代表取締役
堀田 修 

変更なし 平成
28年
9月

30日

26

㈱エービー
シー・マー
ト

代表取締役
三木 正浩

東京都渋谷
区神南一丁
目20番 9号

変更なし 代表取締役
野口 実 

東京都渋谷
区道玄坂一
丁目12番 1
号

平成
19年
5月
1日

27

㈱ジーンズ
メイト

代表取締役
西脇 健司

東京都渋谷
区神宮前六
丁目27番 8
号

変更なし 代表取締役
冨澤 茂 

東京都渋谷
区富ヶ谷一
丁目49番 4
号

平成
30年
8月

31日

28

㈲ラ・セゾ
ン

代表取締役
堀田 修 

名古屋市中
区上前津二
丁目11番 5
号

変更なし 代表取締役
堀田 茂 

名古屋市中
区上前津二
丁目 7番24
号

平成
30年
11月
1日
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29

㈱沖縄物産
企業連合

代表取締役
宮城 弘岩

沖縄県那覇
市山下町 4
番20号 

変更なし 代表取締役
羽地 朝昭

沖縄県那覇
市金城三丁
目 8番地11

令和
元年
5月

31日

30

㈱日永洋品
店

代表取締役
日永 武男

名古屋市中
区大須三丁
目30番55号

㈱日永洋服
店

代表取締役
日永 雄大

変更なし 平成
28年
5月

26日

31

㈱アニブロ代表取締役
高橋 豊 

東京都板橋
区弥生町77
－ 3 

㈱ゲーマー
ズ

変更なし 東京都板橋
区弥生町77
番 3号 

平成
26年
1月

27日

3 変更の日 

   2で既述 

4 変更した理由 

(1) № 1から№ 7までの小売業者については、入店のため 

(2) № 8から№23までの小売業者については、退店のため 

(3) №24及び№25の小売業者については、代表者変更のため 

(4) №26から№29までの小売業者については、代表者及び住所変更のため 

(5) №30の小売業者については、名称の誤記修正及び代表者変更のため 

(6) №31の小売業者については、名称変更及び住所の誤記修正のため 

5 届出の日 

  令和 2年 9月23日 

 6 届出書の縦覧場所 

  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課（名古屋市役所本庁舎 5階） 

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

    令和 2年10月 7日から令和 3年 2月 8日まで。ただし、名古屋市の休日を

定める条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の

休日を除きます｡ 

午前 8時45分から午後 5時00分まで 
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8 大規模小売店舗立地法第 8条第 2項の規定に基づき、この大規模小売店舗

を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項に

ついて意見を有する者は、この公告の日から 4月以内に、名古屋市に対し意

見書の提出によりこれを述べることができます。 

 9 意見書の提出期限及び提出先 

  令和 3年 2月 8日  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 

                 名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 
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教育委員会の人事異動 

小嶋雅代委員は、令和 2 年10月 7 日退任した。 

鎌田敏行委員は、令和 2 年10月 8 日再任された。 

中谷素之委員は、令和 2 年10月 8 日委員に任命された。 
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